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*  本 稿 は 東 北 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科『 地 域 産 業 復 興 調 査 研 究 プ ロ

ジ ェ ク ト 』 の 研 究 成 果 の 一 部 で あ る 。 本 稿 で 用 い る ア ン ケ ー ト 調 査

は 、 東 北 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 ・ 震 災 復 興 研 究 セ ン タ ー の 地 域 産

業 復 興 調 査 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト の 一 環 と し て 行 わ れ た も の で あ り 筆 者

た ち は 同 プ ロ ジ ェ ク ト メ ン バ ー と し て 同 調 査 に 関 わ っ た 。 東 北 大 学

大 学 院 経 済 学 研 究 科 地 域 イ ノ ベ ー シ ョ ン 研 究 セ ン タ ー か ら は 、 同 調

査 の デ ー タ 利 用 を 許 可 し て い た だ い た 。 ま た 、 西 山 慎 一 先 生 （ 東 北

大 学 ） に は ア ン ケ ー ト 調 査 全 体 の 取 り ま と め を し て い た だ い た 。 プ

ロ ジ ェ ク ト 全 体 の 取 り ま と め を さ れ た 増 田 聡 先 生（ 東 北 大 学 ）、研 究

を 補 助 し て 頂 い た 大 澤 理 沙 氏 と と も に 、 こ こ に 記 し て 感 謝 申 し 上 げ

る 。 な お 、 本 稿 に お け る 見 解 は 執 筆 者 個 人 の も の で あ り 、 所 属 す る

組 織 の も の で は な い 。 植 杉 は 、 科 研 費 基 盤 研 究 # 2 5 2 2 0 5 0 2 か ら の 支

援 を 受 け た こ と に 感 謝 す る 。  
* *  〒 6 5 7 - 8 5 1 0  神 戸 市 灘 区 六 甲 台 町 2 - 1  神 戸 大 学 大 学 院 経 営 学

研 究 科 Te l . & F a x . :  8 1 - 7 8 - 8 0 3 - 6 9 4 9、  E - m a i l :  u c h i d a @  
b . k o b e - u . a c . j p。  
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1 .   は じ め に  

本 稿 で は 、 被 災 3 県 に 立 地 す る 企 業 に 対 し て 行 わ れ た 東 北

大 学 「 震 災 復 興 企 業 実 態 調 査 」 ( 2015 年 度 )（ 調 査 期 間 201 5

年 10～ 11 月 ）の 結 果 よ り 、震 災 後 ほ ぼ 4 年 半 を 経 た 時 点 で の

被 災 地 企 業 の 資 金 調 達 の 実 態 を 明 ら か に す る 。2  こ の 調 査 は 、

2012 年 7 月 、 2 0 13 年 8～ 9 月 、 2 014 年 8～ 9 月 に 行 わ れ た 三

回 の 調 査（ 以 下 そ れ ぞ れ「 2 012 年 度 調 査 」、「 2 0 1 3 年 度 調 査 」、

「 201 4 年 度 調 査 」 ま た は 「 前 回 調 査 」、 と 呼 ぶ ） の 続 編 で あ

り 、 調 査 対 象 企 業 は 過 去 の 回 答 企 業 で あ る 。 過 去 3 回 の 調 査

か ら 得 ら れ た 被 災 地 企 業 の 資 金 調 達 に 関 す る 情 報 は 、 そ れ ぞ

れ 内 田 他 (2 013 , 2014 , 20 15)が 報 告 し て い る 。 本 稿 で は こ れ

ら の 結 果 と 比 較 す る 形 で 、 震 災 後 4 年 半 時 点 で の 調 査 結 果 を

示 す 。 3  た だ し 、 全 四 回 調 査 の 回 答 企 業 数 は 異 な る た め 、 以

下 の 比 較 は 必 ず し も 厳 密 で な い 点 に は 注 意 が 必 要 で あ る 。  

以 下 で は 内 田 他 ( 2013 , 20 14,  201 5)と 同 様 に 、 回 答 企 業 全

体 、お よ び 被 害 の 有 無 別 の 結 果 を 報 告 す る 。被 害 あ り 企 業 は 、

東 日 本 大 震 災 に よ り 直 接 的 ・ 間 接 的 な 被 害 を 受 け た 、 と 答 え

た 企 業 で あ る 。 ま た 以 下 で は 震 災 発 生 時 に 借 入 残 高 が 1 位 で

あ っ た 金 融 機 関 を 「 借 入 1 位 金 融 機 関 」 と 呼 ぶ 。 さ ら に 以 下

の 図 表 中 の 数 値 は 特 に 明 記 が な い 限 り 、 企 業 数 （ と 比 率 ） を

表 し て い る 。 示 さ れ た 結 果 は 2 0 1 4 年 10 月 以 降 、 調 査 時 点 ま

で の 期 間 の 状 況 に つ い て 尋 ね た 回 答 に 基 づ く も の で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

2同 調 査 に つ い て は 、西 山 慎 一 ・ 増 田 聡 ・ 井 深 陽 子 ( 2 0 1 6 )「 東 日 本 大

震 災 被 災 地 企 業 の 復 興 状 況 」 東 北 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 地 域 産 業

復 興 調 査 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 編 『 震 災 復 興 は 東 北 を ど う 変 え た か 』 第

1 章 ,南 北 社 を 参 照 の こ と 。  
3一 部 の 質 問 項 目 は 2 0 1 3 年 度 調 査 か ら 新 設 さ れ た た め 、 第 一 回 目 と

の 比 較 は で き な い 。  
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2 .   金 融 機 関 と の 取 引 状 況  

図 表 2 - 1  金 融 機 関 か ら の 借 入 残 高 （ 万 円 ）  

 

ま ず 、 金 融 機 関 か ら の 借 入 残 高 に 関 す る 回 答 を 集 計 し た も

の が 図 表 2- 1 で あ る 。 こ の 図 表 で は 、 直 近 の 決 算 時 点 （ 中 位

値 は 2 015 年 3 月 ）に お い て 、回 答 企 業 の 全 金 融 機 関 か ら の 借

入 残 高 の 合 計 と 、 借 入 1 位 金 融 機 関 か ら の 借 入 残 高 を そ れ ぞ

れ 集 計 し て い る 。  

今 回 調 査 の 結 果 か ら は 、 被 害 あ り 企 業 で は 、 全 金 融 機 関 か

ら の 借 入 残 高 の 中 位 値 が 2, 852 万 円 で あ り 、 被 害 な し 企 業 の

800 万 円 を 大 き く 上 回 っ て い る 。 借 入 1 位 金 融 機 関 か ら の 借

入 残 高 で も 同 様 の 傾 向 が 観 察 さ れ る 。 図 表 に は 示 し て い な い

が 、 直 近 の 決 算 時 点 に お け る 資 産 総 額 の 中 位 値 を 見 る と 、 被

害 あ り 企 業 は 1 億 8 ,13 5 万 円 、 被 害 な し 企 業 は 9 ,99 9 万 円 で

あ り 、 前 者 は 後 者 の ほ ぼ 1.8 倍 で あ る 。 し か し 、 図 表 2- 1 で

は 全 金 融 機 関 で も 借 入 1 位 金 融 機 関 で も 、 被 害 あ り 企 業 の 残

高 は 被 害 な し 企 業 の 3.5 倍 で あ り 、 規 模 以 外 の 理 由 に よ る 可

能 性 は 否 定 で き な い 。  

 

3 .   震 災 前 か ら の 債 務 に 関 す る 負 担 軽 減  

図 表 2 - 2  借 入 １ 位 金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担 軽 減 の 有 無  

全金融機関 借入1位金融機関

決算期（中位値） 2015年3月期 2015年3月期

全体

残高合計（中位値） 2,002 1,445

残高合計（平均値） 14,796.22 12,360.11

被害あり

残高合計（中位値） 2,852 1,888

残高合計（平均値） 17,711.28 15,018.43

被害なし

残高合計（中位値） 800 538

残高合計（平均値） 5,124.10 3,466.80

全体回答企業数 3,001 2,868

被害あり回答企業数 2,306 2,208

被害なし回答企業数 695 660
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次 に 、 震 災 以 前 の 借 入 （ 既 往 債 務 ） に 関 し て 、 債 務 負 担 の

軽 減 に 関 す る 回 答 を 集 計 し た の が 図 表 2 -2 で あ る 。 こ れ は 、

震 災 以 前 よ り 借 入 1 位 金 融 機 関 か ら 借 り 入 れ て い た 既 往 債 務

に 関 し て 、 2 01 4 年 1 0 月 以 降 に 債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け た か ど

う か を 尋 ね た 結 果 で あ る 。 図 表 か ら は 、 回 答 企 業 全 体 の 16%

が 既 往 債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け 、 そ の 比 率 は 被 害 あ り 企 業 で 相

対 的 に 高 い こ と が 分 か る 。  

過 去 3 回 の 調 査 と 比 べ る と 、 債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け た 企 業

が 全 体 に 占 め る 比 率 は 、2012 年 度 調 査（ 20%）、2 0 1 3 年 度 調 査

（ 17%）、 201 4 年 度 調 査 （ 13%） と 低 下 し て い た が 、 今 回 の 調

査 で は 16%と や や 上 昇 し て い る 。 理 由 は 不 明 だ が 、 震 災 後 に

債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け た が 事 業 の 再 建 が 順 調 に い か ず 、 再 び

債 務 負 担 が 軽 減 さ れ た 企 業 が 存 在 す る こ と が 考 え ら れ る 。  

な お 、 調 査 で は 借 入 1 位 以 外 の 金 融 機 関 か ら の 既 往 債 務 負

担 も 尋 ね て い る 。 そ の 結 果 、 軽 減 を 受 け た 企 業 は 全 体 で 11%

で あ り 、 図 表 2 - 2 の 比 率 よ り も 低 い 。 ま た 同 比 率 は 、 2 013 年

度 調 査 以 降 11～ 1 2%と 安 定 的 に 推 移 し て い る 。  

 

図 表 2 - 3  借 入 １ 位 金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担 軽 減 策 の 内 容

（ 複 数 回 答 可 ）  

  

被害あり 被害なし 合計

353 37 390

18.0% 7.0% 15.7%

1,610 492 2,102

82.0% 93.0% 84.3%

回答企業数 1,963 529 2,492

債務負担の軽減を
受けた

債務負担の軽減を
受けていない

被害あり 被害なし 合計

78 5 83

24.3% 15.2% 23.4%

95 8 103

29.6% 24.2% 29.1%

203 21 224

63.2% 63.6% 63.3%

12 0 12

3.7% 0.0% 3.4%

22 1 23

6.9% 3.0% 6.5%

13 3 16

4.0% 9.1% 4.5%

回答企業数 321 33 354

返済の猶予（一時停止）

返済期間の延長

利子の減免

債務額の減免（免除、償却）

担保・個人保証の設定解除・減額

既存借入の劣後化
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図 表 2- 3 は 、 負 担 軽 減 策 の 内 容 に 関 す る 回 答 を ま と め た も

の で あ る 。「 利 子 の 減 免 」 が 63 %と 最 も 多 く 、 次 い で 「 返 済 期

間 の 延 長 」 (2 9%)、「 返 済 の 猶 予 （ 一 時 停 止 ）」 (2 3% )が 多 い 。

被 害 の 有 無 別 に み る と 、「 利 子 の 減 免 」、「 既 存 借 入 の 劣 後 化 」

以 外 の 項 目 は 、 い ず れ も 被 害 あ り 企 業 の 比 率 が 高 く な っ て い

る 。  

過 去 3 回 の 調 査 と 比 較 す る と 、「 返 済 の 猶 予 （ 一 時 停 止 ）」

の 比 率 は 年 々 低 下 す る 一 方 、 契 約 条 件 の 変 更 に な る 「 利 子 の

減 免 」 の 比 率 が 増 え て い る 。 ま た 、 回 答 企 業 数 は 少 な い が 、

「 既 存 借 入 の 劣 後 化 」 の 比 率 も 、 過 去 の 調 査 と 比 べ て 上 昇 し

て い る 。「 担 保 ・ 個 人 保 証 の 設 定 解 除 ・ 減 額 」 の 比 率 は 7%弱

と 、過 去 の 調 査 の 同 比 率（ 2～ 3 %）よ り も や や 高 い 。理 由 は 明

ら か で は な い が 、 経 営 者 保 証 を 過 度 に 求 め な い こ と を 定 め た

「 経 営 者 保 証 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」（ 2 0 1 4 年 2 月 適 用 開 始 ）

の 影 響 が 被 災 地 企 業 に も 及 ん だ 可 能 性 が あ る 。  

 

図 表 2 - 4  借 入 1 位 金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担 軽 減 を 受 け な

か っ た 理 由 （ 複 数 回 答 可 ）   

  
図 表 2 -4 は 、 借 入 1 位 金 融 機 関 か ら 既 往 債 務 負 担 の 軽 減 を

受 け て い な い 、 と 答 え た 企 業 に 対 し 、 理 由 を 尋 ね た 結 果 で あ

る 。過 去 3 回 の 調 査 と 同 様 、8 割 弱 の 企 業 が「 必 要 な か っ た 」

か ら 受 け な か っ た と 回 答 し て い る 。 た だ し 、 そ の 比 率 は 被 害

の あ っ た 企 業 で や や 低 い  

必 要 が あ っ た に も 関 わ ら ず 軽 減 を 受 け て い な い 残 り 2 割 強

を み る と 、過 去 2 回 の 調 査 と 同 様 に 、「 既 往 債 務 に 信 用 保 証 協

被害あり 被害なし 合計

14 4 18

1.1% 1.1% 1.1%

85 11 96

6.9% 3.1% 6.0%

107 18 125

8.7% 5.0% 7.8%

11 3 14

0.9% 0.8% 0.9%

162 39 201

13.1% 10.8% 12.6%

955 305 1,260

77.3% 84.7% 78.9%

回答企業数 1,236 360 1,596

軽減を求めたが断られた

断られると思って求めなかった

将来の借入に支障が出ると思って求めなかった

負担の増加を求められた

既往債務に信用保証協会保証付き借入があった

必要なかった
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会 保 証 付 き 借 入 が あ っ た 」が 13%と 相 対 的 に 高 い 。 4依 然 と し

て 信 用 保 証 協 会 に よ る 保 証 の 存 在 が 障 害 に な る と 認 識 し て い

る 企 業 が 多 い こ と が 示 唆 さ れ る 。 ま た 「 将 来 の 借 入 に 支 障 が

出 る と 思 っ て 求 め な か っ た 」、「 断 ら れ る と 思 っ て 求 め な か っ

た 」 も 、 そ れ ぞ れ 8%、 6%存 在 す る 。  

被 害 の 有 無 別 で は 、「 将 来 の 借 入 に 支 障 が 出 る と 思 っ て 求 め

な か っ た 」 が 、 被 害 あ り 企 業 に お い て 相 対 的 に 高 く 、 借 入 1

位 金 融 機 関 と の 将 来 の 取 引 関 係 に 対 す る 悪 影 響 を 懸 念 し て 軽

減 を 受 け な か っ た 企 業 が 存 在 す る こ と が 分 か る 。  

 

図 表 2 - 5  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 の 買 取 の 有 無  

   

図 表 2- 5 は 、 回 答 企 業 が 既 往 債 務 を 貸 手 以 外 の 第 三 者 に 買

い 取 っ て も ら っ た か 尋 ね た 結 果 で あ る 。 買 取 を 受 け た 企 業 の

比 率 は 2%、申 請 中 の 企 業 は 0. 4%で あ る 。前 回 調 査 と 比 較 す る

と 、買 取 を 受 け た 企 業 の 比 率（ 前 回： 3. 0%）、申 請 中 の 企 業 の

比 率 （ 前 回 ： 0. 6 %） が と も に や や 低 下 し 、 買 取 が 一 巡 し た 様

子 が 窺 え る 。 ま た 過 去 3 回 の 調 査 と 同 様 に 、 被 害 あ り 企 業 の

方 が 、買 取 を 受 け た 、あ る い は 申 請 中 で あ る 、の 比 率 が 高 い 。  

 

図 表 2 - 6  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 買 取 の 相 手 先 （ 複 数 回 答 可 ）   

  

4  第 1 回 調 査 で は こ の 回 答 選 択 肢 は 設 け ら れ て い な か っ た 。  

被害あり 被害なし 合計

56 6 62

2.4% 0.8% 2.0%

10 1 11

0.4% 0.1% 0.4%

2,305 756 3,061

97.2% 99.1% 97.7%

回答企業数 2,371 763 3,134

受けた

申請中

申請していない

被害あり 被害なし 合計

15 0 15

31.9% 0.0% 28.8%

26 1 27

55.3% 20.0% 51.9%

2 0 2

4.3% 0.0% 3.8%

6 4 10

12.8% 80.0% 19.2%

回答企業数 47 5 52

県の産業復興機構

東日本大震災事業者再生支援機構

その他のファンド

その他
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図 表 2- 6 は 、 既 往 債 務 の 買 取 の 相 手 先 （ 複 数 回 答 可 ） を 示

し た も の で あ る 。 最 も 多 い 回 答 は 、 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生

支 援 機 構 で あ り 、 次 い で 各 県 の 産 業 復 興 機 構 で あ る 。 過 去 3

回 の 調 査 と 比 較 す る と 、民 主 党 政 権 下 の 2012 年 度 調 査 で は 同

党 主 導 で 設 立 さ れ た 各 県 の 産 業 復 興 機 構 の 比 率 が 最 も 高 か っ

た が 、2 013 年 度 調 査 以 降 は 自 民 党 主 導 で 設 立 さ れ た 東 日 本 大

震 災 事 業 者 再 生 支 援 機 構 の 比 率 が 増 大 し て い る 。  

 

図 表 2 - 7  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 買 取 と 信 用 保 証 協 会 保 証 付 き

借 入 の 有 無  

  

次 に 、 買 取 を 受 け た 債 務 が 信 用 保 証 協 会 の 保 証 付 き 借 入 か

ど う か を 見 た の が 図 表 2- 7 で あ る 。 回 答 の 8 割 が 信 用 保 証 協

会 保 証 付 き 借 入 の 買 取 で あ る こ と が 分 か る 。 先 に 、 借 入 1 位

金 融 機 関 に よ る 既 往 債 務 負 担 の 軽 減 に つ い て 、 そ れ を 受 け て

い な い 理 由 に 信 用 保 証 協 会 保 証 付 き 借 入 が あ る と い う 回 答 が

少 な く な い こ と を み た が 、 実 際 に は 信 用 保 証 協 会 か ら の 保 証

は 既 往 債 務 負 担 軽 減 の 障 害 に な っ て い な い 可 能 性 が 高 い 。  

 

図 表 2 - 8  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 買 取 の 買 取 額 （ 万 円 ）   

   
図 表 2 -8 は 、買 取 を 受 け た 既 往 債 務 額 の 要 約 統 計 量 で あ る 。

回 答 企 業 全 体 の 中 位 値 は 3, 100 万 円 で あ る 。 震 災 発 生 前 の 直

近 時 点 に お け る 全 金 融 機 関 か ら の 借 入 残 高 の 中 位 値 は 、3 ,60 0

万 円 で あ る （ 20 1 2 年 度 調 査 ： 内 田 他 201 3 図 表 2- 2 -2）。 平 均

的 に は こ の 借 入 残 高 を 若 干 下 回 る 程 度 の 債 務 の 買 取 を 受 け た

こ と に な る 。  

被害あり 被害なし 合計

36 3 39

80.0% 60.0% 78.0%

9 2 11

20.0% 40.0% 22.0%

回答企業数 45 5 50

信用保証あり

信用保証なし

企業数 最小値
第一四分

位値
中位値

第三四分
位値

最大値 平均値 標準偏差

被害あり 43 200 2,000 4,000 7,900 38,400 6,798.09 8,178.96

被害なし 5 200 500 500 1,000 3,000 1,040.00 1,132.70

回答企業数 48 200 1,887 3,100 7,660 38,400 6,198.29 7,940.26
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過 去 2 回 の 調 査 と 比 較 す る と 、 中 位 値 、 平 均 値 は 低 下 傾 向

に あ る 5。 震 災 直 後 は 震 災 前 か ら 過 剰 な 債 務 を 負 っ て い た 企

業 が 債 務 の 買 取 を 受 け た が 、 そ の 後 は そ れ 以 外 の 企 業 に も 債

務 買 取 の 対 象 が 拡 が っ た こ と が 示 唆 さ れ る 。 6  

 

4 .   新 規 借 入  

図 表 2 - 9  新 規 借 入 の 有 無  

 

図 表 2- 9 は 新 規 借 入 を 行 っ た か ど う か 尋 ね た 結 果 で あ る 。

36%の 企 業 が 借 入 を 行 っ て お り 、被 害 あ り 企 業 の ほ う が 比 率 が

高 い 。 過 去 の 調 査 結 果 と 同 様 に 、 被 害 あ り 企 業 で 新 規 借 入 を

行 っ た 企 業 の 比 率 が 高 く 、 被 災 企 業 で 依 然 と し て 相 対 的 に 高

い 資 金 需 要 が あ る と 考 え ら れ る 。  

 

図 表 2 - 1 0  新 規 借 入 の 使 途  

 

図 表 2-1 0 は 、 新 規 借 入 の 使 途 を 尋 ね た 結 果 で あ る 。 19%の

企 業 が 増 加 運 転 資 金 、 5 2 %が 経 常 運 転 資 金 、 41%が 設 備 資 金 と

答 え て い る 。 被 害 あ り 企 業 に お い て 設 備 資 金 の 比 率 が 高 い と

い う 結 果 は 過 去 の 結 果 と 同 様 で あ る 。  

5  中 位 値 は 、 2 0 1 3 年 度 8 , 0 0 0 万 円 、 2 0 1 4 年 度 3 , 0 0 0 万 円 、 2 0 1 5 年

度 3 , 1 0 0 万 円 、 平 均 値 は 2 0 1 3 年 度 1 億 6 , 6 0 0 万 円 、 2 0 1 4 年 度 1 億

2 0 0 万 円 、 2 0 1 5 年 度 6 , 2 0 0 万 円 で あ る 。  
6  買 取 を 受 け た 既 往 債 務 額 の 中 位 値 、 平 均 値 が 低 下 し た 理 由 と し て

は 、 買 取 を 受 け た 企 業 の 規 模 が 小 さ く な っ た た め で あ る 可 能 性 も あ

る 。し か し 、債 務 買 取 対 象 企 業 の う ち 従 業 員 規 模 2 0 人 以 下 の 零 細 企

業 が 占 め る 比 率 は 、 毎 年 約 7～ 8 割 と 同 程 度 で あ る 。  

被害あり 被害なし 合計

997 235 1,232

38.3% 27.8% 35.7%

1,607 609 2,216

61.7% 72.2% 64.3%

回答企業数 2,604 844 3,448

新たな借入を行った

行っていない

被害あり 被害なし 合計

195 34 229

19.8% 14.9% 18.8%

510 122 632

51.7% 53.3% 52.0%

420 77 497

42.6% 33.6% 40.9%

88 24 112

8.9% 10.5% 9.2%

回答企業数 987 229 1216

増加運転資金

経常運転資金

設備資金

その他
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図 表 2 - 1 1  新 規 借 入 の 借 入 先 と 最 大 の 新 規 借 入 先  

(1)新 規 の 借 入 先 （ 複 数 回 答 可 ）  

 

(2)最 大 の 借 入 先  

 

図 表 2-1 1 は 借 入 先 を 示 し て お り 、 ま ず (1 )は 、 複 数 回 答 を

可 と し た 場 合 の 回 答 で あ る 。 最 も 多 い 回 答 は 借 入 1 位 金 融 機

関 で あ り 、 続 い て 震 災 前 か ら 借 入 の あ っ た 震 災 時 借 入 1 位 以

外 の 民 間 金 融 機 関 、 震 災 前 に は 借 り 入 れ の な か っ た 民 間 金 融

機 関 が 続 く 。  

な お 、 前 回 調 査 と 比 べ る と 、 政 府 系 金 融 機 関 の 割 合 は 震 災

前 か ら の 借 入 の 有 無 に 関 わ ら ず 低 下 し て い る 。 震 災 か ら 3 年

以 上 が 経 過 し 、 政 府 系 金 融 機 関 へ の 依 存 が 低 下 す る 一 方 、 震

災 前 に は 取 引 の な か っ た 民 間 金 融 機 関 か ら の 借 り 入 れ が 増 加

被害あり 被害なし 合計

540 110 650

61.3% 57.3% 60.6%

295 56 351

33.5% 29.2% 32.7%

145 31 176

16.5% 16.2% 16.4%

146 18 164

16.6% 9.4% 15.3%

66 18 84

7.5% 9.4% 7.8%

3 0 3

0.3% 0.0% 0.3%

46 5 51

5.2% 2.6% 4.8%

3 0 3

0.3% 0.0% 0.3%

10 2 12

1.1% 1.0% 1.1%

回答企業数 880 192 1,072

震災時借入1位金融機関

震災前から借り入れのあった震災時借入1位以外の民間金融機関

震災前には借入のなかった民間金融機関

震災前から借り入れのあった震災時借入1位以外の政府系金融機関

震災前には借入のなかった政府系金融機関

民間のファンド

代表者・家族・親戚

取引先

その他

被害あり 被害なし 合計

222 45 267
53.0% 60.0% 54.1%

68 12 80
16.2% 16.0% 16.2%

40 6 46
9.6% 8.0% 9.3%

48 5 53
11.5% 6.7% 10.7%

27 3 30
6.4% 4.0% 6.1%

1 1 2
0.2% 1.3% 0.4%

9 2 11
2.2% 2.7% 2.2%

1 0 1
0.2% 0.0% 0.2%

3 1 4
0.7% 1.3% 0.8%

回答企業数 419 75 494

代表者・家族・親戚

取引先

その他

震災前には借入のなかった民間金融機関

震災前から借り入れのあった震災時借入1位以外の政府系金融機関

民間のファンド

震災前には借入のなかった政府系金融機関

震災時借入1位金融機関

震災前から借り入れのあった震災時借入1位以外の民間金融機関
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し て い る 状 況 が 窺 え る 。 被 害 の 有 無 別 に 結 果 を 比 較 し た 場 合

で も 、 震 災 前 か ら の 借 り 入 れ の 有 無 に 関 わ ら ず 政 府 系 金 融 機

関 を 選 択 し た 比 率 が 前 回 調 査 か ら 概 ね 低 下 し て い る 。  

図 表 2 -11 (2)は 、 複 数 の 貸 手 か ら 借 入 を 行 っ た 場 合 の 、 借

入 額 が 最 も 多 い 貸 手 を 示 し た も の で あ る 。 ま ず 、 被 害 の 有 無

に 関 わ ら ず 、 震 災 時 借 入 1 位 金 融 機 関 が 最 大 貸 手 と し て 大 き

な 役 割 を 果 た し て い る こ と が 分 か り 、 こ の 傾 向 は 被 害 な し 企

業 で よ り 顕 著 で あ る 。 一 方 被 害 あ り 企 業 に お い て は 、 震 災 前

か ら 借 り 入 れ の あ っ た 政 府 系 金 融 機 関 の 割 合 も 高 い 。  

 

図 表 2 - 1 2  新 規 借 入 の 時 期  

 

図 表 2-1 2 は 、 新 規 借 入 の 借 入 時 期 で あ る 。 中 位 値 は 201 5

年 2 月 で あ り 、 被 害 の 有 無 に よ る 違 い は ほ と ん ど な い 。  

 

図 表 2 - 1 3  新 規 借 入 額 （ 万 円 ）  

 

図 表 2 -13 は 、新 規 借 入 の 借 入 額 で あ る 。全 体 お よ び 被 害 あ

り 企 業 の 中 位 値 は 2 ,00 0 万 円 、被 害 な し 企 業 の 中 位 値 は 1,5 00

万 円 で あ り 、被 災 企 業 の 資 金 需 要 が 大 き い こ と が 示 唆 さ れ る 。

前 回 調 査 に お け る 新 規 借 入 額 の 中 位 値 と 比 較 す る と 、 被 害 あ

り 企 業 、 被 害 な し 企 業 い ず れ の 借 入 額 も 変 化 し て い な い 。  

 

図 表 2 - 1 4  新 規 借 入 の 契 約 形 態 （ 固 定 ・ 変 動 金 利 別 ）  

  

図 表 2- 14は 、 新 規 借 入 の 契 約 形 態 （ 金 利 の タ イ プ ） を 示 し

て い る 。回 答 企 業 の 8割 強 は 固 定 金 利 で 借 入 を 行 っ て お り 、被

被害あり 被害なし 合計

借入年月（中位値） 2015年2月 2015年3月 2015年2月

回答企業数 891 203 1,094

被害あり 被害なし 合計

新規借入額（中位値） 2,000 1,500 2,000

新規借入額（平均値） 6,594.72 2,764.18 5,882.06

回答企業数 910 208 1,118

　 被害あり 被害なし 合計

716 164 880

84.7% 83.7% 84.5%

129 32 161

15.3% 16.3% 15.5%

回答企業数 845 196 1,041

固定

変動
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害 の 有 無 別 で は 被 害 あ り 企 業 の 方 が 固 定 金 利 の 比 率 が や や 高

い 。 な お 、 2014年 度 調 査 に お け る 固 定 金 利 借 入 の 比 率 は 、 被

害 あ り 企 業 で 8 4. 3%、 被 害 な し 企 業 で 82 .9%で あ っ た 。 こ う し

た 比 率 が ほ と ん ど 変 化 し て い な い こ と が 分 か る 。  

 

図 表 2 - 1 5  新 規 借 入 の 金 利 （ %）  

 

図 表 2-15は 、固 定・変 動 金 利 の 別 を 示 し て い る 。 7中 位 値 は

固 定 、 変 動 と も に 1.5%で あ る 。 被 害 の 有 無 別 の 中 位 値 は 、 固

定 金 利 は 有 無 に か か わ ら ず 同 じ だ が 、 変 動 金 利 は わ ず か に 被

害 あ り 企 業 で 低 い 。 前 回 調 査 と 比 較 す る と 、 被 害 あ り 企 業 で

は 、 固 定 金 利 は 変 化 が な く 、 変 動 金 利 は 僅 か に 低 下 し て い る

（ 前 回 の 中 央 値 は い ず れ も 1 .5%）。し か し 、被 害 な し 企 業 で は 、

固 定 金 利 が 若 干 低 下 し（ 前 回 中 央 値 1. 8%）、変 動 金 利 が 若 干 上

昇 し て い る （ 前 回 中 央 値 1.5 75%）。  

 

図 表 2 - 1 6  新 規 借 入 の 借 入 期 間 (月 数 )  

 

図 表 2- 16は 、 新 規 借 入 の 借 入 期 間 （ 月 数 ） を 示 し て い る 。

今 回 調 査 に お け る 全 体 の 中 位 値 は 60カ 月（ 5年 ）で あ り 、震 災

の 被 害 の 有 無 別 に 見 て も 違 い は な い 。 前 回 調 査 で も 中 位 値 は

全 体 ・ 被 災 の 有 無 に か か わ ら ず 6 0カ 月 で あ っ た 。  

 

図 表 2 - 1 7  新 規 借 入 に お け る 信 用 保 証 協 会 保 証 の 有 無  

7  金 利 が 1 0 0％ 以 上 の 回 答 （ 固 定 金 利 で 3 社 、 変 動 金 利 で 2 社 ） は

誤 記 入 だ と み な し 、 サ ン プ ル か ら 除 外 し た 。  

被害あり 被害なし 合計

中位値 60 60 60

平均値 69.7 60.8 68.1

回答企業数 874 196 1,070
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図 表 2- 17は 、 新 規 借 入 に お け る 信 用 保 証 協 会 保 証 の 有 無 を

示 し て い る 。保 証 付 き で 融 資 を 受 け た 企 業 は 全 回 答 の 約 4割 で

あ り 、 被 害 あ り 企 業 で や や 低 い 。 前 回 調 査 と 比 較 す る と 、 保

証 付 き 融 資 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 、 被 害 の 有 無 に 関 わ ら ず わ

ず か に 減 少 し て い る（ 前 回 は 被 害 あ り 企 業 43. 8%、被 害 な し 企

業 49 .7%）。  

 

図 表 2 - 1 8  新 規 借 入 に お け る 担 保 ・ 個 人 保 証 の 有 無  

  

図 表 2-18は 、 新 規 借 入 に お け る 担 保 ・ 個 人 保 証 の 有 無 を 示

し て い る 。 全 回 答 企 業 の 約 半 数 が 担 保 ・ 個 人 保 証 付 き で 借 入

を 行 っ て お り 、 被 害 の 有 無 で は 被 害 あ り 企 業 の ほ う が 比 率 が

低 い こ と が 分 か る 。 前 回 調 査 よ り こ の 割 合 は 被 害 あ り 企 業 で

減 少 し た（ 前 回 5 5.4%）が 、被 害 な し 企 業 で は 増 加 し た（ 前 回

52.2 %）。  

 

図 表 2 - 1 9  新 規 借 入 に 対 す る 地 方 自 治 体 か ら の 利 子 補 給 の 有

無  

 

図 表 2- 19は 、 新 規 借 入 に 対 す る 地 方 自 治 体 か ら の 利 子 補 給

の 有 無 を 示 し て い る 。2割 弱 が 利 子 補 給 を 受 け て お り 、被 害 の

有 無 別 で は 被 害 あ り 企 業 の ほ う が 僅 か に 割 合 が 高 い 。 前 回 調

査 で は 、 利 子 補 給 を 受 け た 比 率 は 被 害 あ り 企 業 、 被 害 な し 企

業 い ず れ も 今 回 よ り も 高 か っ た （ 前 回 は 被 害 あ り 企 業 2 8.5%、

　 被害あり 被害なし 合計

367 101 468

40.5% 47.9% 41.9%

540 110 650

59.5% 52.1% 58.1%

回答企業数 907 211 1,118

あり

なし

　 被害あり 被害なし 合計

453 120 573

50.3% 58.0% 51.8%

447 87 534

49.7% 42.0% 48.2%

回答企業数 900 207 1,107

あり

なし

　 被害あり 被害なし 合計

170 37 207

19.2% 18.3% 19.0%

716 165 881

80.8% 81.7% 81.0%

回答企業数 886 202 1,088

あり

なし
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被 害 な し 企 業 23 . 1%）。  

 

図 表 2 - 2 0  新 規 借 入 を 行 わ な か っ た 理 由  

 

図 表 2 -20 は 、新 規 借 入 を 行 っ て い な い 企 業 に つ い て 、そ の

理 由 を 尋 ね た 結 果 で あ る 。 こ れ ま で の 調 査 結 果 と 同 様 に 、 今

回 も 回 答 企 業 の 9 割 以 上 が 「 必 要 な か っ た か ら 」 と 回 答 し て

い る 。 借 入 に 困 難 を 来 し て い た 企 業 （ 借 入 を 求 め た が 断 ら れ

た 、も し く は 断 ら れ る と 思 っ て 求 め な か っ た ）は 約 5 %し か 存

在 し な い 。 被 害 の 有 無 別 で は 、 被 害 あ り 企 業 に お い て 、 必 要

で あ る の に 新 規 の 借 入 を 行 わ な か っ た 比 率 が 相 対 的 に 高 い 。  

 

図 表 2 - 2 1  新 規 借 入 を 断 ら れ た ・ 断 ら れ る と 思 っ た 理 由  

 

図 表 2 -21 は 、新 規 借 入 を 断 ら れ た 、断 ら れ る と 思 っ て 求 め

な か っ た 、と し た 企 業 に 対 し て そ の 理 由 を 尋 ね た 結 果 で あ る 。

最 も 多 い 回 答 は 過 去 の 調 査 と 同 様 「 事 業 か ら 十 分 な 収 益 が 見

込 め な い 」で あ る（ 前 回 調 査 で は 61. 2%）。こ の 回 答 は 被 害 あ

り 企 業 で 高 く 、 震 災 後 3 年 以 上 経 過 し た 時 点 で も 、 被 災 後 の

事 業 の 低 迷 が 新 規 借 入 の 足 枷 と な っ て い る 可 能 性 が あ る 。  

な お 、「 既 存 債 務 と 新 規 債 務 を 共 に 返 せ そ う に な い 」と の 回

被害あり 被害なし 合計

29 9 38
1.9% 1.5% 1.8%

69 12 81
4.5% 2.1% 3.8%

1,439 565 2,004
93.6% 96.4% 94.4%

回答企業数 1,537 586 2,123

求めたが断られたから

断られると思って求めな
かったから

必要なかったから

被害あり 被害なし 合計

60 11 71

63.2% 55.0% 61.7%

23 5 28

24.2% 25.0% 24.4%

39 7 46

41.1% 35.0% 40.0%

35 5 40

36.8% 25.0% 34.8%

5 5 10

5.3% 25.0% 8.7%

6 1 7

6.3% 5.0% 6.1%

回答企業数 95 20 115

その他

事業から十分な収益が見込めない

担保資産や保証人が不足している

既存債務と新規債務を共に返せそうにない

金融機関の融資姿勢の厳格化

国や自治体からの補助金、利子補給が得られ
なかった
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答 は 被 害 あ り 企 業 に 多 い 。こ の 傾 向 は 震 災 後 か ら 2 012 年 7 月

ま で の 期 間 を 対 象 と し た 第 一 回 調 査 以 来 の 結 果 で あ り 、 二 重

債 務 問 題 に 直 面 し て い る 被 災 企 業 が 震 災 後 時 間 を お い て 再 度

深 刻 化 し て い る 可 能 性 が あ る 。な お 、「 金 融 機 関 の 融 資 姿 勢 の

厳 格 化 」 を 挙 げ た 割 合 は 被 害 あ り 企 業 で 高 い が 、 前 回 調 査

（ 43 .8%）か ら は 低 下 し て お り 、資 金 調 達 環 境 の 改 善 も 窺 え る 。 

 

5 .   新 規 の 出 資 受 入  

図 表 2 - 2 2  新 規 出 資 の 受 け 入 れ  

 
図 表 2 -22 は 、新 規 の 出 資 受 入 に 関 す る 回 答 結 果 で あ り 、新

規 出 資 を 受 け た 企 業 は 回 答 企 業 の 6.8 %で あ る 。過 去 3 回 の 調

査 で の 同 比 率 は 2 012 年 度 か ら 順 に 6.5 %、7. 2%、7 . 1 %で あ り 、

今 回 調 査 も 合 わ せ る と 、 新 規 出 資 を 受 け る 企 業 の 比 率 は 震 災

後 若 干 高 ま っ た 後 に や や 低 下 傾 向 に あ る こ と が わ か る 。  

被 害 の 有 無 別 で は 、 被 害 あ り 企 業 に お け る 比 率 が 被 害 な し

企 業 を 若 干 上 回 っ て い る 。 両 者 の 差 は 過 去 3 回 の 調 査 に 比 べ

て 縮 小 し て お り 、 被 害 あ り 企 業 に お い て は 震 災 後 3 年 超 を 経

過 し て 、 財 務 改 善 の た め 出 資 を 受 け 入 れ る 傾 向 が 弱 ま っ て い

る 可 能 性 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害あり 被害なし 合計

185 53 238

7.0% 6.2% 6.8%
2,443 801 3,244
93.0% 93.8% 93.2%

回答企業数 2,628 854 3,482

受けた

受けていない
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図 表 2 - 2 3  新 規 出 資 の 出 資 元 （ 複 数 回 答 可 ）  

 

新 規 出 資 に つ い て 、出 資 元 を 尋 ね た 結 果 が 図 表 2-2 3 で あ る 。

最 も 多 い 回 答 は 借 入 1 位 金 融 機 関 （ 4 割 超 ） で あ り 、 そ の 他

の 民 間 金 融 機 関 （ 24%）、 代 表 者 ・ 家 族 ・ 親 戚 （ 2 3%）、 そ の 他

の 政 府 系 金 融 機 関（ 2 1%）が 続 く 。被 害 の 有 無 で は あ る 程 度 の

違 い が 見 ら れ 、 被 害 あ り 企 業 で は 借 入 1 位 金 融 機 関 が 4 4%、

そ の 他 の 政 府 系 金 融 機 関 が 21%だ が 、 被 害 な し 企 業 で は そ れ

ぞ れ 3 7%と 1 8%と 低 い 。こ れ に 対 し て 、そ の 他 の 民 間 金 融 機 関

の 比 率 は 、 被 害 の 有 無 に 関 わ ら ず 同 程 度 で あ る 。  

前 回 調 査 結 果 と 比 べ る と 、 被 害 あ り 企 業 で は 借 入 1 位 金 融

機 関 と そ の 他 の 民 間 金 融 機 関 の 比 率 が 高 ま る 一 方 、 被 害 な し

企 業 で は 逆 に 低 く な っ て い る 。 ま た 、 そ の 他 の 政 府 系 金 融 機

関 は 被 害 の 有 無 に か か わ ら ず 比 率 が 上 昇 し て い る 。  

 

図 表 2 - 2 4  新 規 出 資 の 出 資 額 （ 万 円 ）  

 

新 規 出 資 の 出 資 額 （ 複 数 の 出 資 先 が あ る 場 合 は 合 計 額 ） を

尋 ね た 結 果 が 図 表 2- 24 で あ る 。 中 位 値 で は 被 害 あ り 企 業 は

1,60 0 万 円 で 、 被 害 な し 企 業 の 640 万 円 を 上 回 っ て い る 。 両

者 に は 平 均 値 で も 倍 以 上 の 開 き が あ る 。 過 去 2 回 の 調 査 と 比

較 す る と 、 被 害 あ り 企 業 で は 中 位 値 が 増 加 す る 一 方 で 、 平 均

値 は 減 少 が 続 い て い る 。 つ ま り 、 被 害 あ り 企 業 に 対 す る 出 資

　 被害あり 被害なし 合計

76 18 94
44.4% 36.7% 42.7%

41 12 53
24.0% 24.5% 24.1%

36 9 45
21.1% 18.4% 20.5%

1 2 3
0.6% 4.1% 1.4%

37 13 50
21.6% 26.5% 22.7%

3 1 4
1.8% 2.0% 1.8%

10 2 12
5.9% 4.1% 5.5%

回答企業数 171 49 220

取引先

その他

震災時借入1位金融機関

その他の民間金融機関

その他の政府系金融機関

民間のファンド

代表者・家族・親戚

被害あり 被害なし 合計

新規出資額（中位値） 1,600 640 1,300
新規出資額（平均値） 3,211.99 1,584.78 2,907.71
回答企業数 100 23 123
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額 の ば ら つ き が 縮 小 傾 向 に あ る こ と が 分 か る 。  

 

6 .   資 金 調 達 状 況  

図 表 2 - 2 5  震 災 後 の 資 金 調 達 の 全 般 的 な 状 況   

 

最 後 に 図 表 2- 25 は 、全 般 的 な 資 金 調 達 状 況（ 復 旧・復 興 の

た め の も の に 限 ら な い ） に つ い て の 結 果 で あ る 。 回 答 企 業 の

44%は 十 分 な 資 金 を 調 達 で き 、ま た 95%の 企 業 が 少 な く と も 必

要 最 低 限 の 資 金 は 調 達 で き て い る 。 最 低 限 の 資 金 を 調 達 で き

な か っ た 企 業 は 前 回 調 査 で も 5%に 満 た な か っ た 。ま た 十 分 な

資 金 を 調 達 で き た と す る 企 業 の 比 率 は 前 回 と ほ ぼ 同 水 準 で あ

る（ 前 回 は 4 4.0%）。震 災 後 の 資 金 調 達 環 境 は 総 じ て 良 好 で あ

る 状 態 が 続 い て い る と 推 測 さ れ る 。  

被 害 の 有 無 別 で は 、 被 害 を 受 け た 企 業 の 方 が 、 最 低 限 の 資

金 を 調 達 で き な か っ た と 回 答 す る 比 率 が や や 高 く 、 前 回 調 査

と の 比 較 で も 水 準 に 変 化 は 見 ら れ な い 。  

 

7 .   お わ り に  

今 回 の 調 査 か ら 、 様 々 な 興 味 深 い 実 態 が 明 ら か に な っ た 。

以 下 で は そ の う ち 主 と し て 被 害 あ り 企 業 に つ い て 重 要 と 思 わ

れ る も の を ま と め 、 結 び に 代 え る こ と に し た い 。  

  既 往 債 務 負 担 の 軽 減  

  債 務 負 担 の 軽 減 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 、 過 去 三 回 の 調

査 で は 一 貫 し て 低 下 し て い た が 、今 回 は や や 増 加 し た 。

負 担 軽 減 策 に 対 す る ニ ー ズ が 再 び 増 し て い る 可 能 性 が

あ る 。  

  軽 減 の 内 容 に つ い て は 、 過 去 3 回 の 調 査 と 比 べ て 「 返

済 の 猶 予 （ 一 時 停 止 ）」 の 比 率 が 徐 々 に 低 下 し 、「 利 子

の 減 免 」 が 増 え て い る 。 ま た 、 回 答 数 は 少 な い が 、「 既

　 被害あり 被害なし 合計

1,091 326 1,417
44.2% 42.9% 43.9%
1,256 406 1,662
50.9% 53.4% 51.5%

122 28 150
4.9% 3.7% 4.7%

回答企業数 2,469 760 3,229

十分な資金を調達できた

十分ではないが、必要最低限の資
金は調達できた
必要最低限の資金を調達できな
かった
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存 借 入 の 劣 後 化 」 の 比 率 も 過 去 の 調 査 と 比 べ て 上 昇 し

て い る 。 契 約 条 件 の 変 更 が 進 ん で い る こ と が 窺 え る 。  

  既 存 債 務 軽 減 を 受 け な い 理 由 に つ い て は 、4 回 の 調 査 を

通 じ て 「 必 要 な か っ た 」 が 最 も 多 く 、 8 割 弱 に 上 る 。  

  必 要 が あ っ た の に 軽 減 を 受 け て い な い 企 業 で は 、過 去 2

回 の 調 査 同 様 「 既 往 債 務 に 信 用 保 証 協 会 保 証 付 き 借 入

が あ っ た 」 を 理 由 と す る 回 答 が 相 対 的 に 多 く 、 信 用 保

証 協 会 の 保 証 が 既 往 債 務 軽 減 の 障 害 に な る と 認 識 し て

い る 企 業 が 少 な か ら ず 存 在 す る こ と が 窺 わ れ る 。  

  第 三 者 に よ る 既 往 債 務 の 買 取  

  買 取 を 受 け た 企 業 は 一 貫 し て 少 数 だ が 、 前 々 回 調 査 か

ら 前 回 に か け て 比 率 が 増 加 し て い た も の が 、 今 回 や や

減 少 し た 。  

  買 い 取 り 先 は 、 2 012 年 度 調 査 で は 民 主 党 主 導 の 県 の 産

業 復 興 機 構 が ト ッ プ で あ っ た が 、 そ の 後 は 一 貫 し て 自

民 党 主 導 で 設 立 さ れ た 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 機

構 が 多 い 。  

  買 取 債 務 は 一 貫 し て 信 用 保 証 協 会 の 保 証 付 き 債 務 が 多

く 、 201 3 年 度 調 査 で は 7 割 超 、 前 回 調 査 は 98%、 今 回

調 査 は 8 割 弱 で あ っ た 。 信 用 保 証 協 会 が 、 東 日 本 大 震

災 事 業 者 再 生 支 援 機 構 や 県 の 産 業 復 興 機 構 と 連 携 し て

既 往 債 務 の 買 取 に 積 極 的 に 対 応 し て き た 可 能 性 が 示 唆

さ れ る 。  

  買 取 を 受 け た 既 往 債 務 の 額 は 、3 回 の 調 査 を 通 じ て 低 下

し て お り 、 震 災 前 に 過 剰 な 債 務 を 負 っ て い た 企 業 以 外

に も 債 務 買 取 の 対 象 が 拡 が っ た 可 能 性 が あ る 。  

  新 規 借 入  

  新 規 借 入 を 行 っ た 企 業 は 4 割 弱 で 、 被 害 あ り 企 業 で 比

率 が 高 い 点 は 過 去 の 調 査 と 同 様 で あ る 。 被 災 企 業 は 依

然 と し て 相 対 的 に 高 い 資 金 需 要 を 持 っ て い る 可 能 性 が

あ る 。  

  設 備 資 金 を 借 り 入 れ た 企 業 は 4 割 程 度 で あ り 、 過 去 の

調 査 と 同 様 に 被 害 あ り 企 業 に お い て そ の 比 率 が 高 い 。  

  借 入 先 は 借 入 1 位 金 融 機 関 が 最 も 多 く 、 震 災 前 か ら 借
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入 の あ っ た 震 災 時 借 入 1 位 以 外 の 民 間 金 融 機 関 が 続 く 。

前 回 調 査 で こ れ ら に 続 い て い た 震 災 前 か ら 借 入 の あ っ

た 震 災 時 借 入 1 位 以 外 の 政 府 系 金 融 機 関 に 、 今 回 調 査

で は 震 災 前 に は 借 入 の 無 か っ た 民 間 金 融 機 関 が 並 ん だ 。 

  新 規 借 入 の 額 は 、前 回 と 比 較 し て 概 ね 変 化 し て い な い 。 

  新 規 借 入 に お け る 担 保 ・ 個 人 保 証 付 き 借 入 の 割 合 は 、

前 回 調 査 と 比 べ て 被 害 な し 企 業 で は 増 加 、 被 害 あ り 企

業 で は 減 少 し て い る 。  

  新 規 借 入 で 利 子 補 給 を 受 け た 企 業 の 比 率 は 、 被 害 あ り

企 業 の 方 が 被 害 な し 企 業 よ り も 僅 か に 多 く 、 そ の 比 率

は い ず れ も 前 回 調 査 よ り 低 下 し た 。  

  新 規 借 入 を 行 わ な か っ た 理 由 で は 、 過 去 の 調 査 結 果 と

同 様 、「 必 要 な か っ た か ら 」 が 9 割 以 上 を 占 め る 。  

  新 規 借 入 を 断 ら れ た 、 あ る い は 断 ら れ る と 思 っ て 求 め

な か っ た 理 由 に つ い て は 、「 事 業 か ら 十 分 な 収 益 が 見 込

め な い 」 が 前 回 と 同 様 最 も 多 か っ た 。 こ の 回 答 比 率 は

被 害 あ り 企 業 で 高 く 、 被 災 後 の 事 業 の 低 迷 が 震 災 後 3

年 以 上 経 過 し た 時 点 で も 制 約 と な っ て い る 可 能 性 が あ

る 。ま た 、既 存 債 務 と 新 規 債 務 を 共 に 返 せ そ う に な い 、

と し た 割 合 が 今 回 被 害 あ り 企 業 で 高 く 、 二 重 債 務 問 題

の 再 度 の 深 刻 化 が 懸 念 さ れ る 。  

  新 規 出 資  

  新 規 出 資 を 受 け 入 れ た 企 業 は 回 答 企 業 の 7%程 で 、 過 去

3 回 と そ れ ほ ど 違 い は な い 。被 害 の 有 無 別 で は 被 害 あ り

企 業 の 比 率 が 被 害 な し 企 業 よ り や や 高 く 、や は り 過 去 3

回 の 調 査 と 同 様 で あ る 。 被 害 あ り 企 業 で は 震 災 後 3 年

を 超 え た 後 も 、 引 き 続 き 財 務 改 善 の た め 出 資 を 受 け 入

れ て い る 可 能 性 が あ る 。  

  新 規 出 資 の 出 資 元 に つ い て は 、過 去 3 回 の 調 査 と 同 様 、

借 入 1 位 金 融 機 関 が 最 も 多 い 。  

  出 資 額 は 、 過 去 2 回 の 調 査 に 引 き 続 い て 今 回 の 調 査 で

も ば ら つ き が 縮 小 し て い る 。  

  震 災 後 の 資 金 調 達 環 境  

  最 低 限 の 資 金 を 調 達 で き な か っ た 、 と す る 企 業 は 過 去
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の 調 査 と 同 様 5%に 満 た ず 、 ま た 十 分 な 資 金 を 調 達 で き

た と す る 企 業 の 比 率 も 依 然 と し て 高 い 。 震 災 後 の 資 金

調 達 環 境 は 総 じ て 良 好 で あ る 。  
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